
〜��発��のその�で〜
��発��の�に⾏われた���。
��の�は�員が⾃由に�を離れ、
久しぶりの再�を喜んだり��に華
を咲かせていました。
���では��員から�票を�めた
「��理念賞」と「ありがとう賞」
の発�もあり、��から��と�華
な⽬�の授�も⾏われ、たくさんの
拍⼿が�び�っていました。
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シンホリ⽅針発表会　開催！
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☆シンホリウラバナシ☆

6⽉15⽇（⼟）にシンホリ��発��が開�されました。
年に⼀度だけ��点から��員が�まることもあり、�場
では開�前に再�を喜ぶ声や「�めまして」の声などの�
らかな声が�わされていました。
���に�まれた状�で�まった��発��では��より
来期である67期の��が発�されました。
その�、�業、��、�理、物流各�⾨の��も打ち�さ
れていき、�属�⾨の��を��員が��に⽿を�けてい
ました。
6⽉21⽇に��された「�����」の発�も同時に⾏わ
れました。�����はシンホリをブランド�していくた
めに��された�署となります。「SHINHORITOPIC」の
発⾏やSNSなどの発�、��事業の立��⾏などを⾏い、
シンホリをよりよい��にしていくための�署としてこれ
から活動をしていきます。
��⾨の発�が�わってからは66期に��した�員の⾃⼰
��、そして永年����も⾏われました。
�年は5年�上の��者が18�、その中でも��20年の�
員が6�もいてシンホリの働きやすさを若⼿�員も��す
る時間となりました。
6⽉21⽇から�まった67期も�員⼀同、⼀�となって「�
性�な�体で�々の�と��を�る�」を��するように
��っていきます�

��発��のようす ��点�まっての����

〜ホームページリニューアル〜
期�わりの6⽉21⽇、シンホリホーム
ページがリニューアルしました��
までとはイメージもガラリと�わ
り、ついつい�々なアイコンにクリ
ックしてみたくなります�この��
に⼀度のぞいてみてください�
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先⽇、��の��発��がありました。
およそ100�の�員さんが��して、来期の��の��や⽬標��を発�します。
�年⾏っているのですが、�の中で�しモヤモヤしているところがありました。
それは、発�した内�を�当に�員の�さんが理�できているのかな、という疑問
でした。
先⽇、ある研�で「�の�則」という事を知りました。発�者が「共�されるよう
に�⼒しよう�」と想って発�すれば、�いている�たちは「協⼒したくなる�や
りたい�」と想いが�じ、発�者が「共�とか⾯�だな・・、とにかく�は�のや
り�で」と思い発�すれば、�く�たちは「よくわか
らないし����とか⾯�だな・・」と思ってしまう、
正に「�の�則」があるという事でした。
�の持ち時間は30�。��の成り立ち、歴史、プレカ
ットとは何か、業界の流れ、�年やりたいことを3つに
�り、専⾨⽤�を�来る�り使わず、�葉⾃体も簡単な
⽇��で�が�いてもわかるように発�するよう�⼒し
ました。発��、��間もない�員さんに�想を�きま
した。「とてもわかりやすく、気持ちが�わりました」
などの�葉がもらえ、とても�しかったです。
（�々忖度があるかも・・）理�でき、共�できて、
�めて仕事が�員��となる、そんなことを��して
�え⼯夫した��発��でした。
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∼社⻑のひとりごと∼

　社員の紹介をさせてください！
�回は2024年に��した金物�の�野稜�さんを��します�
�野稜�さん（ばんのりょうた） 〜���・金物�へ配属〜
��して３ヶ⽉、「⽊材が予想�上に重く、⼤�だけど知識が�え
ていくのが�しい」と�ってくれた�野さん。シンホリに��する
前は��の仕事をしており、「�の�に立ちたい」という想いがあ
り、お�主�の⼀⽣に⼀度の買い物のお�に立ちたい、とシンホリ
への��を決めてくれました。「若いうちにできることは�てやり
たい」と、とっても前向きな�野さんの成�に�⽬してください�
�回は2024年の���員を��します�
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「鏡の法則」

�の�則とは

その5


